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「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について（通知） 

 
 

 令和７年度税制改正の大綱（令和６年 12 月 27 日閣議決定）に基づき、社会医療法人の

認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療

法人の移行に関する計画の認定を行った医療法人（以下「認定医療法人」という。）の認

定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行うこととなりました。 

これに伴い、本年３月 31日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」（令和７

年厚生労働省令第 42号。以下「改正省令」という。）が公布されるとともに、「租税特別

措置法施行令第 39 条の 25 第１項第１号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定

める基準等の一部を改正する告示」（令和７年厚生労働省告示第 131 号。以下「改正告示」

という。）が告示されました。 

この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、

管内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正省令について 

（１） 「医療保健業務」について、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の

業務並びに医療法第42条各号に掲げる業務（医業その他これに類する業務、介護サー

ビスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。）と定義する。 

（２） 社会医療法人の本来業務に係る費用の額が経常費用の額の100分の60を超えること

との認定要件について、分子の本来業務に係る費用の額を経常的なものに限ることを

明示し、分母を「当該医療法人の全ての業務に係る費用の額（経常的なものに限る。）」

とした上で、当該要件の下限となる割合を100分の63とする。 

（３） 社会医療法人の社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80

を超えることとの要件について、分子に「補助金等に係る収入金額のうち医療保健業

務に係るもの」を追加し、分母を「医療保健業務に係る収入金額（補助金等に係る収

入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。）」とす

る。 

（４） 社会医療法人の医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に100

分の150を乗じて得た額の範囲内であることとの要件について、分子を「病院、診療所、

介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額（補助金等に係る収入金額の



 

うち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。）」とし、分母を「当

該業務に係る費用の額（経常的なものに限る。）」とする。 

（５） 認定医療法人の収入要件についても、（３）及び（４）と同様の改正を行う。 

（６） その他所要の改正を行う。 

 

第２ 改正告示について 

（１） 「医療保健業務」について、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の

業務並びに医療法第42条各号に掲げる業務（医業その他これに類する業務、介護サー

ビスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。）と定義する。 

（２） 特定医療法人の社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80

を超えることとの要件について、分子に「補助金等に係る収入金額のうち医療保健業

務に係るもの」を追加し、分母を「医療保健業務に係る収入金額（補助金等に係る収

入金額のうち医療保健業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。）」とす

る。 

（３） 特定医療法人の医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に100

分の150を乗じて得た額の範囲内であることとの要件について、分子を「病院、診療所、

介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額（補助金等に係る収入金額の

うち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。）」とし、分母を「当

該業務に係る費用の額（経常的なものに限る。）」とする。 

（４） その他所要の改正を行う。 

 

第３ 施行期日等 

 １ 施行期日等 

   改正省令は、令和７年４月１日から施行すること。また、改正告示についても令和

７年４月１日から適用すること。 

 ２ 経過措置 

 第１及び第２については、医療法人の令和７年４月１日以降に始まる会計年度につ

いて適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によるこ

と。  

 

第４ 関係通知の改正 

  改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。 



医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
の
業
務
に
係
る
費
用
の
額
（
経
常
的
な
も
の

に
限
る
。）が
全
て
の
業
務
に
係
る
費
用
の
額
（
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。）の
百
分
の
六
十
三
を
超
え
る
こ

と
。

イ

病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
の
業
務
に
係
る
費
用
の
額
が
経
常
費
用
の
額

の
百
分
の
六
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
医
療
保
健
業
務
に
係
る
収
入
金
額
（

に
掲
げ
る
収
入
金
額
を

含
む
も
の
と
し
、
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の

基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場

合
を
い
う
。）の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
社
会

保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号

に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準

に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
健
康

令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
二
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
十
条
の
三
第

四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と

同
一
の
基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
医
療
保
健
業
務
に
係
る
収
入
金
額
の
お
お
む

ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）

（
新
設
）

増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
を
い

う
。
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療

及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ

ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金

額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
単
に
「
助
産
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る

収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
収
入
金
額
を
除

く
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に

係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
第
六
条
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等
給
付
費
、

特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
地
域
相
談

支
援
給
付
費
、
計
画
相
談
支
援
給
付
費
、特
例
計
画
相
談
支
援
給
付
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
、

同
法
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定

す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
並
び

に
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付

費
に
係
る
収
入
金
額
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る

収
入
金
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

健
康
増
進
事
業
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進

事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
で
あ
つ
て
、
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ

り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）

（
新
設
）

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種

等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額

（
新
設
）

助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ
ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金
額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。）

（
新
設
）

介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
（
第
三
項
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）に
係
る

収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
収
入
金
額
を

除
く
。）

（
新
設
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
六
条
に
規
定
す
る
介
護

給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等
給
付
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、

特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
計
画
相
談

支
援
給
付
費
、
特
例
計
画
相
談
支
援
給
付
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
七
十

七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二

（
新
設
）
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国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
直
接
又
は
間
接
に
交
付
す
る
補
助
金
そ
の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
伴
わ
な

い
給
付
金
（
固
定
資
産
の
取
得
に
充
て
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
及
び
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
て
行
う
事
業
に
係
る
収
入
金
額
（
ニ
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第

一
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
補
助
金
等
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）の
う
ち
、
医
療
保
健
業
務
に
係

る
も
の

（
新
設
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
の
業
務
に
係
る
収
入
金
額
（
補
助
金
等
に
係

る
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
業
務
に
係
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。）が
、
当
該
業

務
に
係
る
費
用
の
額
（
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。）に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る

こ
と
。

ニ

医
療
診
療
（
社
会
保
険
診
療
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
診
療
及
び
自
費
患
者
に
係
る
診
療
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
り
収
入
す
る
金
額
が
、
医
師
、
看
護
師
等
の
給
与
、
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費

用
（
投
薬
費
を
含
む
。）等
患
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の

範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
医
療
保
健
業
務
は
、
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療

院
の
業
務
並
び
に
法
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
医
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
業
務
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
業
務
に
限
る
。）と
す
る
。

（
新
設
）

に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す

る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
並
び

に
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給

付
費
の
支
給
（
第
三
項
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。）に
係
る
収
入
金
額

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
医
療

保
健
業
務
に
係
る
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
、
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額
、

助
産
に
係
る
収
入
金
額
、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
及
び
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
の
業
務
に
係
る
収
入
金
額
（
補
助
金
等
に
係

る
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
業
務
に
係
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。）が
、
当
該
業

務
に
係
る
費
用
の
額
（
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。）に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る

こ
と
。

ハ

医
療
診
療
に
よ
り
収
入
す
る
金
額
が
、
医
師
、
看
護
師
等
の
給
与
、
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
投

薬
費
を
含
む
。）等
患
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内

で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
及
び
第
五
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
始
ま
る
会
計
年
度
に
つ
い
て
適
用
し
、
医
療
法
人
の
同
日
前
に
始
ま
る
会

計
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報 












	02-1　省令等公布通知
	02-2　官報（医療法施行規則の一部を改正する省令）
	02-3　官報（告示第131号）

